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1政 治 団 体 の 名 称

2主 たる事務所の所在地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計責任 者 の氏名
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※該当箇所に[エ コすること。

○

しみんとへいわぶろじぇ くと

市民 と平和プ ロジェク ト

東京都千代田区永田町2-1-2衆
議院第二議員会館504号

辻元 清美

長谷川 哲也

政 治 団 体 の 区 分

口 政

口 政

口 政

党

党 の 支 部

治 資 金 団 体

口 政治資金規正法第18条 の2第
1項 の規 定による政治団体

回 そ の 他 の 政 治 団 体

口 そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

活 動 区 域 の 区 分

全国(2都 道府県以上)

5平 成28年 分

ロ ロ コ 　 　 コ ユ 　 ロ コ ロロ 　

団 体 コ ー ド1}117101113141912}010111110

前 年 繰 越 額25,004,056円

事務担当者の氏名

長谷川哲也

電話番号

03-3508-7055

受付
(29629】 }
収支公開室
第 号

資 金管 理 団体 の指 定 の有無

口Zコ 有[:コ 無

公職の種類髪潔 禰 夙 壷)候)

資金管理団体
の届出をした
者 の 氏 名 辻元 清美

国 会 議 員 関係 政 治 団体 の 区 分

政治資金規正法第19条 の7第1項回
第1号 に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条 の7第1項口
第2号 に係る国会議員関係政治団体

解 讐鰭　辻元 清美

公職の繍 嫌 盆級 ㊧・候)

r

し

一1

2358

(※)資 金 管理 団体 の指 定 の期 間

成

成

平

平

年

年

月

月

ら

で
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ま

口H

日

(※)国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

成

成

平

平

年

年

月

月

ら

で

か

ま

日

日

」

※報告対象年の途中で資金管理団体の指定 ・取消しをした場合のみ記入のこと・ ※報告対象年の途中で国会議員関係政治団体に該当した場合又は該当しなく

なった楊合のみ記入のこと。

受 付 審 査 確 認 消 込

、 ロ エ ロ1012[之/o



(そ の2)

が 　

双 支 の 状 抗
、

【エ ラ ー チ ェ ッ ク済 】

1収 支の総括表

収 入 総 額 34066148,,

(前 年 か ら の 繰 越 額) 25004056
,,

(本 年 の 収 入 額) 9062092
,,

支 出 総 額 8690555
,,

翌 年 へ の 繰 越 額 25375593
,,

2収 入項 目別金額の内訳

(1)個 人 の負担す る党費又 は会費

金 額

員 数(党 費又は会費を納入 した人の数)

(2)寄 附

ア 寄附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附 680,000

(う ち 特 定 寄 附) 0

(イ)法 人 その他 の団体 か らの寄 附 0

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 1950000,,

小 計(ア)+(イ)+(ウ) 2630000,,

(寄附の うち寄附の あっせ ん による もの) 0

イ 政 党 匿 名 寄 附 0

合 計(ア+イ) 2630000
,,



〆〆へ rへ1 【エ ラー チ ェ ッ ク 済 】

(そ の3)

(3)機 関紙誌の発行その他の事業 による収入

行番号 事 業 の 種 類 金 額 鴻8澱 備 考

1 20161014出 版 記 念 セ ミナ ー 6430000,,
東京都千代田区永田町1-1-1憲政記念館

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合 計 6430000,,



冷 ＼ β
【エ ラーチ ェ ック済】

(そ の6)

(6)そ の他 の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1件10万 円 未 満 の も の 2,092

合 計 2,092



∠へ 、 【エ ラーチ ェ ック済 】

(その7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 1,個 人

行番号 寄附者の氏名(又 は名称) 金 額 年 月 日 住 所(又 は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備 考

1 斎藤 駿 500,000 H28/6/30 東 京都 国立市東4-2-9 会社役員

2 塚本 俊弘 40,000 H28/9/7 東 京 豊 島 区 東 池 袋4-30-13-502 税理士

3 水上 宏 140,000 H28/9/15 東 京都江東 区清澄1-4-12 会社役員

4

5

6

7

8

9

10

そ の 他 の 寄 附

合 計 680,000



/へ ＼ ρ 【エ ラー チ ェ ック済 】

(その7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 3,政 治 団体

行番号 寄附者 の氏名(又 は名称) 金 額 年 月 日 住 所(又 は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備 考

1 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/1/20 東京 都新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

2 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/2/19 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

3 テ ィ グ レフォー ラム 50,000 H28/3/18 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

4 テ ィ グ レフォー ラム 50,000 H28/4/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

5 テ ィ グ レフォー ラム 50,000 H28/5/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

6 テ イグ レフォー ラム 50,000 H28/6/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

7 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/7/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

8 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/8/19 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

9 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/9/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

10 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/10/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

11 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/11/18 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

12 テ ィグ レフォー ラム 50,000 H28/12/20 東京都 新宿 区西新宿6-12-1
パ ー ク ウェス トビル10階 原 田 将 日津

13 民進党大阪府総支部連合会 1350000,,
H28/12/20 大 阪府 大 阪市 中央 区内本町1-2-

8TSKビ ル6F
平野 博文

14

そ の 他 の 寄 附

合 計 1950000,,



/へ ＼ ハ 【エ ラ ーチ ェ ッ ク済 】

(その13)

3支 出項 目別 金額 の 内訳

(1)支 出 の 総 括 表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与 した交付金に係る支出

1経 常 経 費

(1)人 件 費 7208367,,
給与 ・法定福利費 ・旅費交通費

(2)光 熱 水 費 0

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 43,693

(4)事 務 所 費 643,465

小 計 7895525
,,

0

2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 0

(2)選 挙 関 係 費 0

(3)機 関紙誌の発行 その他 の事業費 765,030 0

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費 0

イ 宣 伝 事 業 費 45,286

ウ 政治資金パーテ ィー開催事業費 719,744
エ そ の 他 の 事 業 費 0

(4)調 査 研 究 費 0

(5)寄 附 ・ 交 付 金 30,000

(6)そ の 他 の 経 費 0

小 計 795,030 0

合 計 8690555,,



ノー ＼ rへ ・ 【エ ラー チ ェ ッ ク済 】

(そ の14)

(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 3.備 品 ・消耗 品費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)
備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

そ の 他 の 支 出 43,693

合 計 43,693



〆A /へ 【エ ラ ー チ ェ ッ ク 済 】

(そ の14)

(2)経 常経 費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 4.事 務所 費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年.月 日
支出を受 けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1 源泉所得税 91,459 H28/1/18 麹町税務署
東京都 千代 田区九段南1丁 目1
-15

2 源泉所得税 12,252 H28/1/20 麹町税務署
東京都千代 田区九段南1丁 目1
-15

3 法律顧問料 21,600 H28/2/19 瀧 口徹

東京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座 法律 会計事

務所

4 法律顧問料 21,600 H28/3/23 瀧 口徹

東 京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律 会計事

務 所

5 税務関係代行 127,127 H28/5/17 荒川俊之
東 京都新 宿 区三栄町23番 地1ラ

イ ラ ック三栄 ビル2F

6 税務関係代行 27,000 H28/5/17 税理士法人 税制経営
研究所

東京都新宿区三栄町23番 地1ラ
イラック三栄 ビル2F

7 法律顧問料 21,600 H28/5/17 瀧 口徹
東京都 中央区銀座駈10-3セ ン ト
ラルビル6階 銀座法律会計事

務所

8 法律顧問料 21,600 H28/7/6 瀧 口徹
東 京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律会計事

務 所

9 法律顧問料 21,600 H28/7/6 瀧 口徹
東京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律会計事

務所

10 保険関係手続代行 23,275 H28/7/6
庄司社会保険労務士事
務所 庄司 英尚

東京都 中央 区 日本橋人形町1-4-
1内 山 ビル4F

11 源泉所得税 97,996 H28/7/11 麹町税務署 東京都 千代 田区九段南1丁 目1
-15

12 法律顧問料 21,600 H28/7/26 瀧 口徹
東京都 中央区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律会計事

務所

13 法律顧問料 21,600 H28/8/24 瀧 口徹
東京都 中央区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律会計事

務所

14 法律顧問料 21,600 H28/10/21 瀧 口徹
東京都 中央区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座法律会計事

務所



1ハ ＼ ρ 【エ ラー チ ェ ッ ク 済 】

(そ の14)

(2)経 常経 費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 4.事 務所費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)
備 考

15 法律顧問料 21,600 H28/10/21 瀧 口徹
東京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座 法律 会計事

務所

16 法律顧問料 21,600 H28/12/21 瀧 口徹
東京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座 法律 会計事

務所

17 法律顧問料 21,600 H28/12/28 瀧 口徹
東京都 中央 区銀座4-10-3セ ン ト

ラル ビル6階 銀座 法律 会計事

務所

そ の 他 の 支 出 26,756

合 計 643,465



斜 rへ,
【エ ラ ー チ ェ ッ ク 済 】

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
4.宣 伝事 業費

国政報告会

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受 けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地) 備 考

1 郵送料 19,812 H28/1/13 日本郵便株式会社 東京都千代 田区霞 が関1-3-2

2 郵送料 17,784 H28/11/10 日本郵便株式会社 東京都千代 田区霞 が関1-3-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 7,690

合 計 45,286



/、 ρ 【エ ラー チ ェ ッ ク済 】

(そ の15)

(3)政 治活動費 の内訳 項 目 別 区 分
5.政 治資金パーテ ィー 開催事業費

20161014出 版 記 念 セ ミナ ー

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1 印刷料 14,700 H28/8/5 株式会社 グラフィック 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

2 印刷料 14,260 H28/8/24 株式会社 グラフィック 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

3 郵送料 65,228 H28/8/30 日本郵便株式会社 東京都 千代 田区霞が 関1-3-2

4 郵送料 18,768 H28/9/2 日本郵便株式会社 東京都 千代 田区霞が関1-3-2

5 郵送料 12,512 H28/9/5 日本郵便株式会社 東京都 千代 田区霞が関1-3-2

6 会場使用料 37,120 H28/10/12 衆議院 東京都 千代 田区永 田町1-7-1

7 出力代 11,070 H28/10/13 株式会社帆風
東京都新宿 区下宮比町2-29NK
ビル1階

8 音響舞台振興費 78,840 H28/10/31 株式会社 レーベ ン企画
東京都 台東 区東 上野5-11-10山

本 ビル2階

9 飲食費 312,940 H28/10/31 株式会社霞ガーデン 東京都 千代 田区永 田町1-1-1

10 書籍代 141,057 H28/10/31 株式会社 イース ト・プ
レス

東京都 千代 田区神 田神 保町2-4-
7久 月神 田 ビル

11

そ の 他 の 支 出 13,249

合 計 719,744



∩
.へ 、 【エ ラ ー チ ェ ッ ク 済 】

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
8.寄 附 ・交付 金

賛同金

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1
「市民政調 ・20年 の軌跡」発

刊 賛同金 30,000 H28/12/21 特定非営利活動法人市
民がつ くる政策調査会

東京都世 田谷 区赤堤4-1-6赤

堤館3階

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出

合 計 30,000



(その17)

1資 産 等 の 総 括 表

資'産 等 の 状 冷 況
【エ ラー チ ェ ッ ク済 】

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土 地 口 回

イ 建 物 口 回

ウ 建物の暫査を且的上す亙地上権又基土地の賃鎧権 口 団

工 取 得 の 価 額 杢 工qΩ互 巴 .を 超 え 亙 動 産 口 回

預 金(普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 除 《 瓢)オ
又 は 貯 金(普 通 壁 金 を1途 《L)

口 図

力 金 銭 信 託 口 回

キ 査 価 証 券 口 回

ク 出 資 上⊆ よ る.権 利 口 団

ケ 貸 位 先 二 上 の 残 直 杢 ⊥qΩ五 .巴査 超 え る.貸 付 金 口 団

コ 支 払 む れ た.金 額 杢 ⊥ΩΩ互 且 を 超 え 益 敷 金 口 回

取得 の価額 が100万 且 を超 える施設の利用 に閨iる 権
口 回サ 利

シ 借 入先 二上 の 残 高 杢100互 且 堂超 え 亙 借 ム金 口 回
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添付書類(別 添のとお り)

1領 収書等の写 し

2監 査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

3政 治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

こ の報 告 書 は、 政 治 資金 規 正 法 に従 って 作 成 した もの で あ っ て 、真 実 に相 違 あ りませ ん。

平成29年5.月18日

政 治 団 体 の 名 称

会計責任者 の氏名

代 表 者 の 氏 名

市民 と平和プ ロジェク ト

長谷川 縫弛 鶴

(代表者については解散時のみ記入すること)

　口Fく



政治資金監査報告書

平成29年5月18日

市民 と平和プロジェク ト

代表 辻元 清美 殿

__人 知 働 燈
登 録 番 号 第725号

研 修 修 了年 月 日 平成20年5月29日

(
、
、
》

く

1監 査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下 「法」という。)第19条 の13第1項 の規定に基づき、市民

と平和プロジェク トの平成28年1月1日 から平成28年12.月31日 までの法第12条 第1項

に規定する収支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書

に係る支出目的書(支 出の目的が記載 された振込明細書の写しを含む。以下同 じ。)に ついて、支

出に関する政治資金監査を行いました。

(2)こ の政治資金監査は、法第19条 の13第2項 に定めるところにより、政治資金適正化委員

会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以 下 「政治資金監査マニュアル」 とい う。)

に基づき行いました。

(3)私 の責任は、外部性を有する第三者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成また

は徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し

難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係 る支出目的書について、政治資金監査マニ

ュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにあります。

(4)こ の政治資金監査は、市民と平和プロジェク トの主たる事務所において行いま した。

C
2監 査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りです。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規定する事項にっいて、会計帳簿、明細書、領収書等、振

込明細書及び振込明細書に係る支出 目的書が保存 されていました。なお、領収書等を徴 し難かった

支出の明細書は、存在 しませんで した。

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係

政治団体に係 るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責

任者が当該会計帳簿を備えていました。

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定する事項について、法第12条 第1項 に規定する収支

報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び振込明細書に係る支出 目的書に基づいて

支出の状況が表示 されていました。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定する事項について、領収書等を徴 し難かった支出の明

細書は、存在 しませんでした。



3業 務制限

市民 と平和プロジェク トと私 との間には、法第19条 の13第5項 の規定に違反する事実はあり

ません。

また、市民と平和プロジェク トと政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間に

おいても、同様です。

以上
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